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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遠隔地から高齢者でも自身の療養状況を容易に
入力できる操作性の高い通信端末、入力データの一次処
理により容態を評価する指標を提示する処理システム、
また、その処理方法を提供する。
【解決手段】在宅酸素療法を行う患者が、タッチパネル
方式の入力操作により、療養中の計測データ及び問診回
答を、定期的に在宅で送信する療養患者端末と、送信さ
れた計測データ及び問診回答を受信し、集計及び一次解
析を行って、患者毎に保存すると共に、前記集計及び一
次解析の結果を、担当看護師および医師に閲覧可能に提
示するデータ処理メインサーバと、これを閲覧した前記
担当看護師が、前記患者の療養の状況に対する看護所見
を送信し、前記遠隔看護モニタデータセンターのデータ
処理メインサーバの患者毎の前記記録用ファイルに追加
書き込みする担当看護師端末と、がそれぞれ接続されて
構成されることを特徴とする遠隔看護システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　在宅酸素療法を行う患者が、在宅で、計測結果をデジタル表示するパルスオキシメータ
、ピークフローメータ、血圧計、体温計による療養中の計測データ及び自らの心身の状況
に係わる問診回答である療養情報を、タッチパネル方式により入力し、送信する療養患者
端末手段の少なくも１つと、
　送信された前記療養情報を受信し、この療養情報に対し、予め設定した配点と閾値によ
る集計及び一次解析を行って、前記療養情報とこの集計及び一次解析の結果を患者療養状
況データとして、患者毎の記録ファイルに保存すると共に、この患者療養状況データに対
し所定の基準により増悪徴候を判定する増悪徴候判定手段の判定結果を、前記患者療養状
況データと共に前記患者の担当看護師および担当医師のコンピュータ端末若しくは携帯電
話端末に、メール送信する遠隔看護モニタデータセンターのデータ処理メインサーバ手段
と、
　このデータ処理メインサーバ手段から送信された前記判定結果及び患者療養状況データ
を表示し、これを閲覧した担当看護師が作成する前記患者に対する所見を、前記データ処
理メインサーバ手段に送信し、当該患者の前記記録ファイルに追加の書き込みをする担当
看護師端末手段と、
が通信ネットワーク或いはインターネットによりそれぞれ接続されて構成されることを特
徴とする遠隔看護システム。
【請求項２】
　前記療養患者端末手段により、在宅の患者が入力する計測データは、計測結果がデジタ
ル表示される市販の家庭向け医療機器により計測した血中酸素飽和度、脈拍数、呼気の最
大流量、最高血圧値、最低血圧値、及び体温の少なくも１つが含まれることを特徴とする
請求項１記載の遠隔看護システム。
【請求項３】
　前記療養患者端末手段は、療養情報であるデータ値或いは問診内容の回答に関連する複
数の絵柄、数字によりタッチパネルの背景図を表示し、前記患者がこの絵柄、数字の押し
ボタンエリアを指定して、データ値或いは問診回答として選択入力するコンピュータであ
ることを特徴とする請求項１記載の遠隔看護システム。
【請求項４】
　前記遠隔看護モニタデータセンターのデータ処理メインサーバ手段は、受信した計測デ
ータ及び問診回答に対し、この療養情報の程度ランクの区分に対応する予め設定した配点
リストにより配点値を集計し、さらにこの集計点数及び計測データ個々に対し、患者状態
の増悪兆候に関連する所定の閾値と比較する一次解析を行うことを特徴とする請求項１記
載の遠隔看護システム。
【請求項５】
　前記集計及び一次解析は、当該患者の既往病歴を参考にして、その療養情報であるデー
タ或いは回答の程度ランクの区分に対応する、患者毎に予め設定した個別配点リストに基
づいて配点値を集計し、さらに集計点数及び計測データ個々に対し、患者状態の増悪兆候
に関連する患者毎の個別閾値と比較する一次解析を行うことを特徴とする請求項４記載の
遠隔看護システム。
【請求項６】
　在宅酸素療法を行う患者が、結果をデジタル表示するパルスオキシメータ、ピークフロ
ーメータ、血圧計、体温計により測定した計測データ、及び療養状況に対する問診回答で
ある療養情報を、絵柄表示されたタッチパネル方式のコンピュータの療養患者端末を操作
して入力し、インターネット或いは通信ネットワークを介して、居所から遠隔看護モニタ
データセンターのデータ処理メインサーバに送信する療養患者データ送信ステップと、
　前記データ処理メインサーバが、送信された前記療養情報を受信し、この療養情報に対
し、予め設定した配点と閾値による集計及び一次解析を行って、前記療養情報とこの集計
及び一次解析の結果を患者療養状況データとして、このデータ処理メインサーバが管理す
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る情報データベースの患者毎の療養記録ファイルに保存する患者データ処理・保存スッテ
プと、
　前記データ処理メインサーバが、前記患者療養状況データに対し所定の基準により増悪
徴候を判定する増悪徴候判定ステップと、
　前記データ処理メインサーバが、前記情報データベースの前記療養情報と前記患者療養
状況データと前記増悪徴候の判定結果を、インターネット或いはローカルエリアネットワ
ークを介して接続される前記患者の担当看護師の看護師端末に送信する患者状況連絡ステ
ップと、
　前記患者状況連絡ステップで閲覧した前記療養情報と前記患者療養状況データと前記増
悪徴候の判定結果に対する看護所見を、前記看護師端末により、当該患者の前記療養記録
ファイルに追加書き込みする看護所見作成ステップと、
がインターネット或いはローカルエリアネットワークを介して接続したコンピュータ端末
の処理により実行されることを特徴とする遠隔看護の方法。
【請求項７】
　前記療養患者データ送信ステップにおいて送信する前記計測データは、その測定結果が
デジタル表示される市販家庭向け医療機器により計測した血中酸素飽和度、脈拍数、呼気
の最大流量、最高血圧値、最低血圧値、及び体温であって、これ等のデータを患者或いは
その家族が前記療養患者端末を操作して入力し、この入力結果を送信処理するステップで
あることを特徴とする請求項６記載の遠隔看護の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療機関から遠隔地の自宅において、在宅酸素療法を行っている患者からの
療養状況の連絡、及びこの患者の連絡に対応する遠隔看護モニタセンターから行う看護指
導の連絡に係わり、特に遠隔地に直接出向かずに、質が高く、且つ操作性も良く看護業務
に関わるコミュニケ－ションを行う遠隔看護システム、および遠隔看護の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　肺気腫、肺がん、膠原病肺などによる慢性呼吸不全患者は近年、増加している。これら
の慢性呼吸不全者に適用される在宅酸素療法（Ｈｏｍｅ　Ｏｘｙｇｅｎ　Ｔｈｅｒａｐｙ
：ＨＯＴと略称する）においては、高齢及び長期わたる実施者が増加し、これ等の療養生
活の経過中に原疾患等の増悪や、呼吸器感染による呼吸不全急性増悪を生じることがある
。この急性増悪は、呼吸困難感の増大、及び再入院による医療費負担の増大、在宅療養生
活の中断による生活の質の低下を引き起こす。そのため、長期に安定して療養生活を送る
ことができるように、生活の場における増悪回避のための予防的看護を行うことが重要で
ある。
【０００３】
　一方、多数の患者は、分散してそれぞれ在宅で普段の生活を行いながら、高濃度酸素吸
入を行うので、在宅の患者自身或いは家族によるこの医療行為に対し、遠隔看護の対象に
なる。この遠隔看護の実施においては、コストの高い保険医療サービスの利用を患者への
タイムリーな看護指導により低減し、限られた保健医療資源を広い範囲の多くの人に効果
的に提供できることが求められる。
【０００４】
　このような遠隔地に居住する患者に対する遠隔看護では、患者の状況情報及び患者への
看護対応情報を、近年、ＩＣＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）の高まりにより、高速性と操作性が向上した情報交換システム
により実施できる（例えば、特許文献１、特許文献２を参照。）。
【特許文献１】特開２００２－９２７６８号公報
【特許文献２】特開２００２－２３６７５９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　解決しようとする問題点は、在宅酸素療法の対象となる患者は比較的高齢者であり、患
者である自身の身体状況を、医師あるいは看護師に詳細に伝えることが難しく、また遠隔
地からのデータ送信を行う通信端末の取り扱いが、高齢者では不慣れで、操作ミスや操作
不可となる場合が多発することである。
【０００６】
　本発明は上記のような従来の問題点に鑑みてなされたもので、遠隔地からのデータ送信
を高齢の患者でも容易に、自身の療養状況を的確に入力できる操作性の高い情報通信端末
と、患者が連絡してきたデータに対して、一次処理を施した指標を医療関係者の看護師、
医師に提示するデータ処理サーバとを有する遠隔看護システム、および遠隔看護の方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１記載の遠隔看護システムは、在宅酸素
療法を行う患者が、在宅で、計測結果をデジタル表示するパルスオキシメータ、ピークフ
ローメータ、血圧計、体温計による療養中の計測データ及び自らの心身の状況に係わる問
診回答である療養情報を、タッチパネル方式により入力し、送信する療養患者端末手段の
少なくも１つと、送信された前記療養情報を受信し、この療養情報に対し、予め設定した
配点と閾値による集計及び一次解析を行って、前記療養情報とこの集計及び一次解析の結
果を患者療養状況データとして、患者毎の記録ファイルに保存すると共に、この患者療養
状況データに対し所定の基準により増悪徴候を判定する増悪徴候判定手段の判定結果を、
前記患者療養状況データと共に前記患者の担当看護師および担当医師のコンピュータ端末
若しくは携帯電話端末に、メール送信する遠隔看護モニタデータセンターのデータ処理メ
インサーバ手段と、このデータ処理メインサーバ手段から送信された前記判定結果及び患
者療養状況データを表示し、これを閲覧した担当看護師が作成する前記患者対する所見を
、前記データ処理メインサーバ手段に送信し、当該患者の前記記録ファイルに追加の書き
込みする担当看護師端末手段と、が通信ネットワーク或いはインターネットによりそれぞ
れ接続されて構成されることを特徴とするものを提供する。
【０００８】
　さらに、本発明の請求項２の遠隔看護システムにおいては、前記療養患者端末手段によ
り在宅の患者が入力する計測データは、計測結果がデジタル表示される市販の家庭向け医
療機器により計測した血中酸素飽和度、脈拍数、呼気の最大流量、最高血圧値、最低血圧
値、及び体温の少なくも１つが含まれることを特徴とするものを提供する。
【０００９】
　さらに、本発明の請求項３の遠隔看護システムにおいては、前記療養患者端末手段は、
療養情報であるデータ値或いは問診内容の回答に関連する複数の絵柄、数字によりタッチ
パネルの背景図を表示し、前記患者がこの絵柄、数字の押しボタンエリアを指定して、デ
ータ値或いは問診回答として選択入力するコンピュータであることを特徴とするものを提
供する。
【００１０】
　さらに、本発明の請求項４の遠隔看護システムにおいては、前記遠隔看護モニタデータ
センターのデータ処理メインサーバ手段は、受信した計測データ及び問診回答に対し、こ
の療養情報の程度ランクの区分に対応する予め設定した配点リストにより配点値を集計し
、さらにこの集計点数及び計測データ個々に対し、患者状態の増悪兆候に関連する所定の
閾値と比較する一次解析を行うことを特徴とするものを提供する。
【００１１】
　さらに、本発明の請求項５の遠隔看護システムにおいては、前記集計及び一次解析は、
当該患者の既往病歴を参考にして、その療養情報であるデータ或いは回答の程度ランクの
区分に対応する、患者毎に予め設定した個別配点リストに基づいて配点値を集計し、さら
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に集計点数及び計測データ個々に対し、患者状態の増悪兆候に関連する患者毎の個別閾値
と比較する一次解析を行うことを特徴とするものを提供する。
【００１２】
　また、上記の目的を達成するために、本発明の請求項６記載の遠隔看護の方法は、在宅
酸素療法を行う患者が、結果をデジタル表示するパルスオキシメータ、ピークフローメー
タ、血圧計、体温計により測定した計測データ、及び療養状況に対する問診回答である療
養情報を、絵柄表示されたタッチパネル方式のコンピュータの療養患者端末を操作して入
力し、インターネット或いは通信ネットワークを介して、居所から遠隔看護モニタデータ
センターのデータ処理メインサーバに送信する療養患者データ送信ステップと、前記デー
タ処理メインサーバが、送信された前記療養情報を受信し、この療養情報に対し、予め設
定した配点と閾値による集計及び一次解析を行って、前記療養情報とこの集計及び一次解
析の結果を患者療養状況データとして、このデータ処理メインサーバが管理する情報デー
タベースの患者毎の療養記録ファイルに保存する患者データ処理・保存スッテプと、前記
データ処理メインサーバが、前記患者療養状況データに対し所定の基準により増悪徴候を
判定する増悪徴候判定ステップと、前記データ処理メインサーバが、前記情報データベー
スの前記療養情報と前記患者療養状況データと前記増悪徴候の判定結果を、インターネッ
ト或いはローカルエリアネットワークを介して接続される前記患者の担当看護師の看護師
端末に送信する患者状況連絡ステップと、前記患者状況連絡ステップで閲覧した前記療養
情報と前記患者療養状況データと前記増悪徴候の判定結果に対する看護所見を、前記看護
師端末により、当該患者の前記療養記録ファイルに追加書き込みする看護所見作成ステッ
プと、がインターネット或いはローカルエリアネットワークを介して接続したコンピュー
タ端末の処理により実行されることを特徴とする方法を提供する。
【００１３】
　また、本発明の請求項７の遠隔看護の方法においては、前記療養患者データ送信ステッ
プにおいて送信する前記計測データは、その測定結果がデジタル表示される市販家庭向け
医療機器により計測した血中酸素飽和度、脈拍数、呼気の最大流量、最高血圧値、最低血
圧値、及び体温であって、これ等のデータを患者或いはその家族が前記療養患者端末を操
作して入力し、この入力結果を送信処理するステップであることを特徴とする方法を提供
する。
【発明の効果】
【００１４】
　本願発明の遠隔看護システムによれば、遠隔看護モニタセンターから遠隔地において在
宅酸素療法を行う患者が、患者自身の状況を容易に、且つ正確に、遠隔看護モニタセンタ
ーの担当看護師に通報、申告することができ、患者から送信された情報に基づいてデータ
処理メインサーバが行った一次解析の結果を担当看護師に提示するので、担当看護師は、
遠隔地の患者の状況を的確に把握することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１６】
　以下、図面を参照しながら本発明を実施形態に基づいて説明するが、本発明はかかる実
施形態のみに限定されるものではない。
【００１７】
（遠隔看護システムの全体構成の実施形態）
　本発明の一実施形態に係る遠隔看護システムの概略構成を図１に示す。また、図２には
、本願実施形態の遠隔看護システムの４つのターミナルサイトそれぞれに備えるコンピュ
ータによる処理機能手段の構成を示す。
【００１８】
　本願実施形態の遠隔看護システム１は、高齢の慢性呼吸不全患者に対し、その呼吸機能
、循環機能、一般的な身体健康状態、及び日常生活における状況、行動を常に見守る必要
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性の高い要看護者の状態を、家族などの家庭内介護者にできる限り依存をなくし、患者自
身により遠隔地から比較的短日周期、例えば毎日、把握できるようにするものである。
【００１９】
　本実施形態の遠隔看護システム１は、図１に示すように、概略的には、在宅療養する患
者が操作する患者用端末であるＨＯＴネット端末、この患者に対し医療処置を実施する遠
隔看護モニタセンターである遠隔看護モニタの担当看護師が操作する看護師端末、及び療
養を処方する担当医師が操作する担当医師端末、及び在宅で収集された患者の状態データ
を集計し、前記看護師或いは医師による医療処置の指示を再び患者に連絡する遠隔看護モ
ニタデータセンターのデータ処理メインサーバの４つのターミナルコンピュータと、これ
等を接続するインターネット或いは通信ネットワークにより構成される。
【００２０】
　以下に、各ターミナルサイトの詳細を図１により、さらに説明する。
【００２１】
　患者ターミナルサイトでは、被看護者である患者Ａ宅において、タッチパネル入力が行
えるポータブル・パーソナルコンピュータが設けられる。これは、本実施形態の遠隔看護
システム１の下で行われる在宅酸素療法（ＨＯＴもしくはＬＭＳ－ＨＯＴ：Ｌｉｆｅ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｈｏｍｅ　Ｏｘｙｇｅｎ　Ｔｈｅｒａｐｙ
の略称）の在宅治療・看護支援プログラム、すなわち本実施形態の遠隔看護システムの一
部である患者端末プログラムが組み込まれたＨＯＴネット端末４１として備えられている
。被看護者である患者Aの生体機能を計測するパルスオキシメータ４２ａ、ピークフロー
メータ４２ｂ、血圧計４２ｃ、体温計４２ｄなどのＨＯＴ測定器セット４２と、患者Ａが
慢性呼吸不全の症状を快癒するために使用する酸素発生装置とこれの制御器具とからなる
酸素吸入器セット４５が、患者側システムセット４０として、同じく患者Ａ宅に設置され
ている。これ等のパルスオキシメータ４２ａ、ピークフローメータ４２ｂ、血圧計４２ｃ
、体温計４２ｄは、高齢者の使用を容易とするために、操作が簡単で自動計測を行い、計
測結果の読み取りに間違いを生じないように家庭向け市販医療機器で、特に計測結果がデ
ジタル表示される形態のものを使用する。
【００２２】
　さらに、この患者宅に在るＨＯＴネット端末４１は、例えばＰＨＳ等の電話回線、或い
はインターネットなどのデータ通信ネットワーク５０ａを介して、遠隔看護システム１の
システムセンターとなる遠隔看護モニタデータセンター１０に設置されたＨＯＴデータの
データ処理メインサーバ１１に接続される。
【００２３】
　このデータ処理メインサーバ１１には、データベース１２と集計サーバ１３が接続され
て、在宅治療・看護支援プログラム、即ち遠隔看護システムのセンターメインプログラム
が組み込まれている。
【００２４】
　看護師ターミナルサイトである遠隔看護モニタセンターの遠隔看護セクション２０には
、データ処理メインサーバ１１に、データ通信ネットワーク５０を介して接続する看護端
末ＰＣ２１が備えられて、これに、担当看護師が遠隔地の患者Ａからのデータ及びその一
次処理結果、判定結果などを閲覧するモニタ２１ａ接続され、在宅治療・看護支援プログ
ラム、即ち遠隔看護システムの看護師端末プログラムが組み込まれる。
【００２５】
　さらに、担当医師ターミナルサイトである患者Ａに対する診断および治療処置を実施す
るかかりつけ医療機関３０の担当医師に対し、表示モニタ３１ａを接続した担当医師端末
ＰＣ３１が設けられて、これが遠隔看護モニタデータセンター１０のデータ処理メインサ
ーバ１１にデータ通信ネットワーク５０を介して接続される。
【００２６】
　なお、本実施形態の遠隔看護システム１の運用においては、患者Ａの他に、煩雑になる
ので詳細を図示していない患者Ｂ、Ｃ、・・・・・が、患者Ａと同様のＨＯＴネット端末
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及びＨＯＴ測定器セットから成る患者システムセット４０を備えて、日々の患者自身のデ
ータ及び問診回答を遠隔看護モニタデータセンター１０へ送信することができ、ただ１人
の患者に対して運用されるシステムではない。また複数の患者Ａ、B、C、・・に対し、か
かりつけ医療機関３０は患者個々に異なる担当医が対応する場合でも、患者対応をするそ
れぞれ担当医師に対し同様の専用担当医端末ＰＣが設置されるか、もしくは共用の端末Ｐ
Ｃが設置される。本実施形態の説明では、煩雑を避けて、代表する患者Ａに対するシステ
ム、看護師、担当医師の対応を、複数の患者に対しＨＯＴが行われる場合の１つの対応例
として説明する。
【００２７】
　本実施形態の動作、作用について、図２に示す４つのターミナルサイトの端末ＰＣ或い
はサーバで行われるそれぞれの処理機能Ｐ１０１～Ｐ１０９、Ｐ２０１～Ｐ２０４、Ｐ３
０１～Ｐ３０４、及びＰ４０１～Ｐ４０７の中で特徴のある処理を、各端末或いはサーバ
における処理の手順を示す図３、５、７の各フローチャートを用いて、詳しく説明する。
【００２８】
（遠隔看護システムの全体に対する処理フローの実施形態）
　本願実施形態の遠隔看護システム１の各患者に対する運用は、図３のフローチャートに
示す遠隔看護モニタセンターのセンターメインプログラムの処理手順が実行される。
【００２９】
　このセンターメインプログラムの処理手順は、大略的に、
　１）本システムの起動の端緒となる患者によるデータ及び問診回答の入力、送信。
【００３０】
　２）送信されたデータ・回答に対する所定の処理を行って、その結果の保存、記録。
【００３１】
　３）この保存、記録された処理結果に対する担当看護師の所見・処置の発信。
【００３２】
を処理する。
【００３３】
　この１）の処理手順は、図3に示すフローチャートのステップＳ１１及びＳ１２行われ
る。すなわち、先ず、ＨＯＴ（在宅酸素療法）を行っている患者Ａが、定期的に、例えば
毎日、自宅でＨＯＴ測定器セット４２により、ＨＯＴを行っている患者自身の状態の計測
結果及び問診に対する回答のデータを、ＨＯＴネット端末４１を用いて入力するステップ
Ｓ１１が行われる。さらにステップＳ１２で、この計測と問診の入力結果が、患者のＨＯ
Ｔネット端末４１からデータ通信ネットワーク５０ａを介して、データ処理メインサーバ
１１に送信される。この２つのステップは、患者宅に設置した患者側システムセット４０
により、図２に示す問診データ送信Ｐ４０２の処理機能手段により実施される。後述する
患者端末サイトの説明で詳細を述べる。
【００３４】
　さらに、２）の処理手順は、データセンター１０のデータ処理メインサーバ１１により
処理される手順で、図３に示す遠隔看護システム１の運用のステップＳ１３～Ｓ１６で処
理される。すなわち、先ず、患者Ａからの計測結果及び問診のデータ送信をステップＳ１
３で受信する。これは、図２に示す問診データ受信Ｐ１０２の処理機能手段により実施さ
れる。
【００３５】
　この送信されたデータをステップＳ１４において、一次解析する。この一次解析は、慢
性呼吸不全の症状に対する酸素吸入療法のプロトコルに基づいて、例えば図８にその評価
項目の１例を示す患者の状態に対応し、良好状態で評価点数がより大きい配点リストによ
り、総合点、及び呼吸器系、循環器系、消化器系、排泄器官系等のグループ点などの評価
点を算出し、これ等の結果を所定の表示グラフで表示する。また症状の増悪兆候因子とな
る項目ではトリガー閾値を医師、看護師の指示で予め設定し、判別の結果により増悪の前
兆に対する緊急連絡メッセージも出力する。これ等の患者から送られて来たデータの数値
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的な解析処理は、データセンター１０の集計サーバ１３により、図２に示す問診情報一次
解析Ｐ１０６の処理機能手段により自動的、かつ機械的に解析される。
【００３６】
　なお、前記配点リストは、標準的な慢性呼吸不全患者に対し適用する標準配点リストの
他に、対象患者の既往歴（過去の病歴）により配点配分を変更した特定患者に適用する個
別配点リストを予め準備し、患者を識別して当該患者の個別配点リストを適用することも
、該患者の過去状況を加味するので好適となる。この配点リストの配点数値は、医師、看
護師により設定、決定される。
【００３７】
　この一次解析結果は、ステップＳ１５で、データセンター１０のデータベース１２に患
者毎に設けたフォルダ、ファイルに、送信されたデータと共に記録されて保存される。こ
のデータベース１２には、過去に集計した同患者のデータが保存されている他に、患者の
病歴や医学的な個人情報、前述の個別配点リストが記録保存されている。また、前述の配
点リストや増悪兆候のデータも記録保存される。この増悪兆候のデータは、前述の配点リ
ストと同様に、何れの患者にも共通に適用する基礎リスト・データと患者毎にその既往歴
に基づいて特定患者に適用する個別サブリスト・データも予め設定し、保存している。増
悪兆候の判別データも、医師、看護師により設定、決定される。
【００３８】
　データ処理メインサーバ１１による処理のステップＳ１６では、患者Ａの送信データ及
び解析結果を、図２に問診一次解析結果表示Ｐ２０１と示すように、遠隔看護セクション
２０の担当看護師の看護端末ＰＣ２１へ送信するによって、担当看護師に問診情報一次解
析Ｐ１０６の結果を連絡する。例えばこの担当看護師が所属する遠隔看護セクション２０
が、遠隔看護モニタセンターの中でデータセンター１０の近くで業務を行っている場合は
、データ処理メインサーバ１１と看護端末ＰＣ２１のデータ通信は、ＬＡＮ接続５５ｂ、
５５ｃで行われても良い。
【００３９】
　なお、ステップＳ１４における解析で、増悪兆候因子の判定の結果により増悪の前兆に
対する緊急連絡メッセージが出力された場合は、ステップＳ１６の閲覧を待つまでも無く
、ステップＳ１６ａにより、直ちに、担当看護師および担当医師それぞれが操作するコン
ピュータ端末若しくは携帯電話端末に、緊急通報メッセージをメール送信することも行わ
れるように設定される。
【００４０】
　さらに、３）の処理手順は、図３に示す遠隔看護システム１の運用のステップＳ１７及
びＳ１８で行われる。
【００４１】
　ステップＳ１６で送信された遠隔地の在宅酸素療法を行っている患者の療養状況のデー
タ及びこのデータの評点を、ステップＳ１７で、看護端末サイトである遠隔看護セクショ
ン２０の担当看護師が、看護端末ＰＣ２１によって確認し、患者への連絡指示事項や療養
状況に対する所見をデータ処理メインサーバ１１に設けた患者毎のフォルダに送信し、記
録する。すなわち、この確認、所見作成では、担当看護師が表示モニタに表示された患者
のデータ及び評点を見て、看護師として患者の身体状況について、当日分データ・評点の
異常、過去のデータ及び評点との比較での特異的な状況等の有無、及び、患者に連絡指導
する事項等の有無を判定し、看護報告、すなわち図２の問診情報詳細解析Ｐ２０２および
緊急対応所見Ｐ２０３を作成する。
【００４２】
　作成される看護報告は、患者へ連絡、指導する患者用報告と、担当医師への報告と、特
に緊急を要する処置対応の要請と、そして遠隔看護モニタデータセンター１０のデータベ
ース１２に患者毎のフォルダ・ファイルにより保存する看護記録の報告とがある。
【００４３】
　これ等の報告は、すなわち担当医師への報告、要請など以外である患者用と、データベ
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ース記録用は、患者のＨＯＴネット端末４１、データベース１２へ直ちに送信される。そ
して、担当医師に対しては、データ通信ネットワーク５０を介して、データ処理メインサ
ーバ１１経由で接続される担当医端末ＰＣ３１に表示する他、直接電話にて状況について
報告し看護処置の指示を受ける様にしても良い。
【００４４】
　さらにステップＳ１８では、ステップＳ１６およびＳ１７により、担当医師が患者のデ
ータや看護師の所見を閲覧して、患者の状況により診断所見あるいは治療指示（治療処方
）を、同じくデータベース１２へ送信し、記録、保存する。また、１ケ月に少なくも１回
行われる定期的な診察の診断結果を、カルテに記載した事項を転記する形で、同じくデー
タベース１２へ送信し、患者毎のファイルに記録、保存することも行う。
【００４５】
　本実施形態では、以上に説明した一人の患者Ａのデータが処理されと同様に、遠隔看護
システム１に接続している複数の患者それぞれが、データ処理メインサーバ１１にデータ
・問診回答を送信し、それぞれに対し、担当看護師が、さらに状況により担当医師が、患
者の状況を把握し、所見・処置のメッセージを発信する。
【００４６】
（患者の操作するＨＯＴネット患者端末の実施形態）
　次に、処理対象となるデータを送信する患者宅に備えるＨＯＴネット端末１０で行われ
る処理の詳細について、図４～７を用いて説明する。
【００４７】
　患者宅に備える患者側セット４０には、図１に示すように、患者Ａ自身が操作する、在
宅酸素療法のデータ入力、遠隔看護モニタデータセンター１０からのメッセージ受信、表
示に特化した慢性呼吸不全患者向け専用プログラムがインストールされたＨＯＴネット端
末４１が設置される。また、この患者は、酸素吸入器セット４５により発生させた酸素を
担当医師の指示に従って吸入療法を行って、例えば毎日、ＨＯＴ測定器セット４２のパル
スオキシメータ４２ａにより血中酸素飽和度と脈拍数を、ピークフローメータ４２ｂによ
り呼気の最大流量を、血圧計４２ｃにより最高／最低血圧を、体温計４２ｄにより体温を
、それぞれの測定器具を自ら操作して測定する。なお、これらの測定器具は、器具扱いに
不慣れな高齢者でも混乱無く容易に操作できるように簡易型或いは家庭用など医療計測機
器で、測定結果の読み取りが正確にできるデジタル表示で表示されるものを、予め遠隔看
護モニタセンターが指定もしくは貸与する。
【００４８】
　この測定データは、患者自身の操作で、ＨＯＴネット端末４１により入力し、これが接
続されるデータ通信ネットワーク５０ａを介して、遠隔看護システム１のセンターサーバ
サイトである遠隔看護モニタデータセンター１０に設置されたデータ処理メインサーバ１
１に送信される。
【００４９】
　次に、このＨＯＴネット端末４１が行う処理について、詳しく説明する。本願実施形態
のＨＯＴネット端末４１には、コンピュータ操作に詳しくない高齢者にも、容易に操作で
きるように、要求する入力項目に関連つけた画面表示と画面内にタッチパネル入力部を表
示して、簡便で見やすい画面表示と共に、一部は音声表示も併用してもよい。
【００５０】
　ＨＯＴネット端末４１の主要な処理は、図４（ａ）にメインメニューからの各機能への
遷移を示すように、問診入力、最新結果表示、過去データが記録されたカレンダーの３つ
の機能と、患者のデータと直接係らない操作法の説明とによる４機能から構成される。同
図（ｂ）には、ＨＯＴネット端末４１の起動時に表示されるメニュー選択画面の例を示す
。
【００５１】
　問診入力メニューの選択により行われる測定データと問診回答の入力処理について、こ
の入力処理のフローチャートを示す図５と、その画面表示の表示例を示す図６を用いて、
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詳細を説明する。
【００５２】
　患者の状況のデータを送信する入力処理は、図５のフローチャートの左側に点線枠囲み
で入力操作手法を示すように、ステップS１０１～S１０６ではＨＯＴ測定器セット４２の
各計測器具で測定した測定値を、ステップＳ１０７～Ｓ１２１では患者自身の身体の状態
を複数の段階で状態レベルを表現する絵柄の１つを、タッチパネル機能を有する表示画面
で仮想スイッチ或いは仮想ボタンを押して入力するように構成する。
【００５３】
　入力処理の手順の詳細は、ステップＳ１０１では、パルスオキシメータ４２ａにより計
測した患者自身の動脈血酸素飽和度の表示値を読んで、図６（ａ）に例示しているＨＯＴ
ネット端末４１の表示画面の第１ページに表示され、見出し表示部分５１に「酸素飽和度
」と表示された計測値入力画面のテンキータッチパネル部５２を操作して入力する。この
入力された数値は、入力表示部５３に表示される。また、入力操作を間違えた場合には、
「取消」を操作し訂正できる。入力が複数のボタン操作で行われる場合は、「次へ」ボタ
ン５５を押して、次ページへ進められる。前のページへ戻る場合は、左下横向き三角の「
戻る」ボタン５４で、１つ前のページに戻ることもできる。また、一つひとつの操作を確
認できるように、操作ボタンを押す毎に、「イチ」、「ロク」とか、「トリケシ」、「モ
ドル」などの音声データを連動させて発声させること、あるいは次の操作に対する音声ガ
イダンスを発声させることは、操作性を高める点で好適となる。
【００５４】
　このステップＳ１０１と同様に、ステップＳ１０２では、同じくパルスオキシメータ４
２ａにより計測した患者自身の脈拍数を、ステップＳ１０３では、デジタル体温計４２ｄ
により測定した体温を、ステップＳ１０４及びＳ１０５では、デジタル血圧計４２ｃによ
り測定した最高血圧と最低血圧をそれぞれ、ステップS１０６では、ピークフローメータ
４２ｂにより測定した呼気の最大流量を、それぞれ見出し表示部分５１と入力表示部５３
が対応するデータ名に替えられた計測値入力画面に入力する。
【００５５】
　次のステップＳ１０７からステップＳ１２２までは、患者自身による身体の状況、状態
の申告を入力する手順です。この申告において、一般的な問診と異なり、直接の対話が行
なわれないので、文言の入力では患者と看護師・担当医師の相互間で表現差が生じること
が予想される。本実施形態では、この表現差を排除するために、問診内容に関連する絵柄
を予め作成し、これと共に多肢選択を表示する画面により、その多肢から回答を選び、入
力する方法で行うように構成してある。幾つかを例示して、以下に身体状況、状態のデー
タ入力について、詳細に説明する。
【００５６】
　ステップＳ１０７では、予め担当医師が指示処方した酸素吸入療法を実施したか否かを
問う質問で、その入力画面は図６（ｂ）に示すような「はい」、「いいえ」の二者択一の
画面で、タッチパネル機能のいずれか一方のボタンを押して、入力する。なお、画面上半
分には、処方の内容、例えば、在宅酸素療法を実施している時間やその時に設定する酸素
流量値が、表示されている。
【００５７】
　ステップＳ１０８では、患者の睡眠の程度を問うもので、その入力画面は図６（ｃ）に
示すような睡眠状況を示すイラストシンボルあるいはビジュアルスケールと共に問診が、
五者択一の形態で表示される。
【００５８】
　患者は、この表示画面で、いずれか１つの絵柄のボタンを選んで、回答を入力する。
【００５９】
　ステップＳ１０９は患者の食欲を問うもので、ステップＳ１１０は患者の動作可能の状
況を歩行の可否で問うもので、これ等の場合は、四者択一でいずれかの絵柄（図示せず）
のボタンを押して回答を入力する。
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【００６０】
　ステップＳ１１１は浮腫の有無を問い、浮腫がある場合はステップＳ１１２で、図６（
ｄ）に示すような四肢、胴、頭部を指す絵柄を表示して、浮腫の部位を回答できるように
構成し、この表示画面のパネルタッチ機能で入力する。
【００６１】
　ステップＳ１１３及びＳ１１４は、それぞれ患者の排泄器官の状態を問う設問で、スッ
テプＳ１１３では排便の状況を、ステップＳ１１４では排尿量を複数の選択肢から選んで
入力する。
【００６２】
　ステップＳ１１５では、喀痰の量と出方を問い、喀痰が有る場合は、ステップＳ１１６
でその色合いについて問い、その画面表示は複数の出方の絵柄、或いは複数の色合いの表
示の１つを選んで、パネルタッチの押しボタン機能で入力する。
【００６３】
　ステップＳ１１７では、身体に感じている痛みの強さの程度を問い、痛みがある場合に
は、ステップＳ１１８で、図６（ｅ）に示すような身体各部を正面、背面で表示した画面
表示によりその部位を申告する入力を行なう。複数の部位で痛みがある場合、それ等の部
位をタッチパネル機能で入力し、「次へ」で指示を完了して次のステップに進める。
【００６４】
　ステップＳ１１９では患者の呼吸・循環系の器官の変調を、ステップＳ１２０では患者
の体調全般の変調を、図６（ｆ）及び（ｇ）に示す表示画面で、それぞれ申告する。ステ
ップＳ１１９では、「なし」、「咳がひどい」、「ゼイゼイ(喘鳴)する」、「呼吸が止ま
りそう」、「動悸がする」、「脈が乱れる」、「血圧が上った」、「血圧が下った」の項
目文言が表示され、複数の申告ができる。また、ステップＳ１２０では、「なし」、「体
がだるい」、「寒気がする」、「冷や汗をかく」、「唇・爪が青い」、「気分が落ち込む
」、「イライラする」、「ひどく興奮する」、「頭が重い」、「意識が薄れる」の項目文
言が同じく表示されて、これも複数の申告ができる。
【００６５】
　ステップＳ１２１では、在宅酸素療法を行っている慢性呼吸不全患者の主訴である「息
切れの程度」を、図６（ｈ）に示す縦棒グラフの位置で入力する。ステップＳ１２２では
、最後に現在の総合的な体調を「もっとも悪い」から「もっとも良い」の１０段階縦棒グ
ラフの高さ位置で入力する。
【００６６】
　以上で、患者が入力すべきデータ項目が終了するので、ＨＯＴネット端末４１は、次の
ステップＳ１２３～Ｓ１２６の手順を自動的に実行する。
【００６７】
　ステップＳ１２３において、患者が入力すべきデータ項目の全てに入力が行われている
ことを、ステップS１２4に一旦抜けて、計測データの「計測せず」は入力相当とし、チェ
ックする。不合理な計測データの入力が有れば、再度の計測、入力を要することをＨＯＴ
ネット端末４１に表示し、入力漏れ、ミスが無ければ、ステップＳ１２３へ戻る。
【００６８】
　この確認が完了するとこれ等のデータ、問診回答を、センターサーバサイトである遠隔
看護モニタデータセンター１０のデータ処理メインサーバ１１に送信を開始し、ステップ
Ｓ１２５で、ＨＯＴネット端末４１の表示画面に、データ送信の進行状況をバーグラフで
表示する。
【００６９】
　さらに、送信が終了すると、ステップＳ１２６で、「送信完了」を表示して、所定時間
の経過後に、図４（ｂ）に示すメインメニューの選択画面へ遷移させる。
【００７０】
　このステップＳ１０１～Ｓ１２６の手順で、患者による計測データ及び問診の回答入力
操作が完了するので、ステップＳ１２７において、他のメニュー項目を選択すれば、その
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メニューが開始される。ステップＳ１２７で、患者がメインメニューの選択画面で例えば
、「最新結果表示」を指定すれば、送信先のデータセンター１０のデータ処理メインサー
バ１１の処理の結果である入力したデータの一覧及びそれ等のグラフを示す画面を表示し
、「カレンダー表示」を指定すれば、過去履歴・カレンダー、担当看護師からの連絡事項
などを示す画面を引き続いて表示する。患者が他の選択を行う意思の無い場合は、ＨＯＴ
ネット端末４１の電源スイッチが所定の時間内に操作が無い場合、自動で「ＯＦＦ」にな
り、使用を終了する。
【００７１】
　本願発明の患者端末であるＨＯＴネット端末によれば、データ入力においては測定器の
表示値をそのままタッチパネルに表示される数値ボタンエリアを押せば入力できる。また
問診回答においては、複雑な表現を必要としない複数の程度表現の中から選択するので、
操作が単純で非常に操作性が高く、高齢者にとっても容易に操作できると共に、客観的な
レベルで正確に回答できる。
【００７２】
　また、本実施形態のＨＯＴネット端末４１とデータ処理メインサーバ１１のデータ送受
において、問診データの入力と送信が終わった時点で、すなわち、ステップＳ１２７にお
ける「最新結果表示」の指定により、ＨＯＴネット端末４１の電源を切ってシステムから
切り離さず、引き続いてデータ処理メインサーバ１１の処理結果である問診データの解析
の結果を、本実施形態のＨＯＴネット端末４１へ返信する処理手順が設定されている。患
者にとっては、自身の療養の状況を送信した直後に、その状況の解析、判定の結果が返信
され直ちに知ることができるので、必ずしも容易でない体調状態の計測やその入力・送信
の手間に対し、患者がこのシステムから受けられるリアクションとして、本実施形態は重
要な価値を提供することができる。
【００７３】
　（遠隔看護モニタデータセンター１０のデータ処理メインサーバ１１における一次解析
の実施形態）
　　上述のように、患者から計測及び問診のデータが送信されると、これ等データは、前
述の遠隔看護システムの各患者に対する運用として、図３に示す遠隔看護システムの全体
の処理フローのステップＳ１３～Ｓ１５が、遠隔看護モニタデータセンター１０のデータ
処理メインサーバ１１により実行される。この処理の詳細ついては、前述の「システムの
全体に対する処理フローの実施形態」の２）の処理手順として説明した。このステップＳ
１４で行われる一次解析の処理では、前述した様に、患者の状態に対応する予め設定され
た配点リストによる点数を、総合点、及び呼吸器系、循環器系、消化器系、排泄器官系等
のグループ集計するグループ点などの評価点として算出し、所定のグラフ表示、例えば横
軸を日付とする日変化グラフを、総合点及び前記グループ毎のグループ点に対し作成し、
出力する。或いは、予め設定した増悪兆候因子のトリガー閾値により増悪の前兆を判別し
た結果により、緊急連絡メッセージも出力する。さらに、本遠隔看護システム全体の集計
、出力として、患者個々人の日別データ、月別データ、及び対応患者全員の一覧の日別デ
ータ、月別データ等も集計、出力を行う。
【００７４】
　さらに、図３の処理フローのステップＳ１６により、この処理の結果が、当該患者を担
当する看護師の看護師端末ＰＣ２１に送信される。なお、このステップＳ１６の送信は、
この担当看護師が遠隔看護モニタデータセンター１０内で業務を行って、例えば、看護端
末サイトである遠隔看護セクション２０の看護端末ＰＣ２１が、データ処理メインサーバ
１１とＬＡＮ接続されている場合では、この処理結果の送信に替えて、メール連絡するよ
うにしても良い。このメール連絡では、患者からの最新データに対する一次解析結果が記
録、更新された旨を伝え、センターサーバサイトのデータベース１２に記録され当該患者
のデータファイルを、看護端末ＰＣ２１のＬＡＮ接続により検索するように促す。
【００７５】
　前述の本システムの全体に対する処理フローにおいて示したが、増悪兆候因子の判定の
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結果により増悪の前兆に対する緊急連絡メッセージが出力された場合には、ステップＳ１
６の送信の閲覧を待つまでも無く、ステップＳ１６ａにより、直ちに、担当看護師および
担当医師それぞれが操作するコンピュータ端末若しくは携帯電話端末に、緊急連絡メッセ
ージをメール送信する。
【００７６】
　なお、上述では在宅の患者からのデータ処理に限ってデータ処理メインサーバ１１の作
動、作用を説明したが、システム全体を管理するメインサーバとしての処理も、データ処
理メインサーバ１１が行う。これ等は、図２の本願遠隔看護システムの実施形態における
処理機能構成図に示すように、システム管理者ログイン認証Ｐ１０１及び患者端末認証Ｐ
１０４の認証機能、患者登録Ｐ１０２及びシステム管理者登録Ｐ１０３の登録機能、問診
最終結果送信Ｐ１０７及び緊急通報送信Ｐ１０８の患者への連絡返答機能などが、データ
処理メインサーバ１１により実施される。
【００７７】
　本願実施形態のデータ処理メインサーバ１１によれば、評価点あるいはトリガー閾値の
一次解析の結果が提示されるので、患者の状況変化を容易に把握できると共に、患者の療
養状況の改善、好転を図る処置に対する情報を、患者が自身の計測値や体調状況を送信す
ると、担当看護師や担当医師は、直ちに得ることができる。
【００７８】
　（看護端末ＰＣから発信する遠隔看護の実施形態）
　遠隔地でＨＯＴを行う患者の送信した最新問診データおよびその情報に対する一次解析
の結果の連絡を受信した担当看護師が、図３に示すステップＳ１７として、この受信した
新たな患者情報に対し、看護プロトコルに基づいて、看護の立場から詳細な解析を行って
、その看護所見をデータベース１２に記録され当該患者のデータファイルに書き込む作業
を、看護端末ＰＣ２１からデータ処理メインサーバ１１にアクセスして行う。
【００７９】
　担当看護師が対応する看護所見の作成と、看護所見の一部を担当医師の診断のための提
供と、療養中の患者への看護指導の連絡、それぞれの手順を図７にフロー図として示す。
【００８０】
　図７に示すように、看護端末サイトで担当看護師が行う遠隔の患者に対する看護対応は
、ステップＳ５１で受信した患者Ａ自身が送信した計測・問診データとこれ等をデータ処
理メインサーバ１１が一次解析した結果に対し、先ずステップＳ５２で、緊急の対応ある
いは連絡を要する事項があるかを、担当看護師が医療従事者として判断する。有れば、ス
テップＳ５２ａで、所定の連絡先へ、メール連絡もしくは電話連絡をする。
【００８１】
　次のステップＳ５３で、一次解析のデータである解析評点、すなわち、計測値や体調の
状態により配点された点数の総合点数、グループでの集計点などに対し、患者の容態、悪
化、回復を看護師が判断する。顕著な所見はステップＳ５３ａで、その所見内容をデータ
ベース１２の当該患者のデータファイルに書き込み、記録する。
【００８２】
　ステップＳ５４で、担当看護師は、個々のデータに対しする所見事項、例えば増悪兆候
因子としてトリガー閾値を設定している項目における所見などがあるか判定し、有ればス
テップＳ５４ａで、所見メッセージをデータベース１２の当該患者のデータファイルに書
き込み、記録する。
【００８３】
　ステップＳ５５で、過去に同患者から送信されたデータの日変化を示すグラフや、過去
の治療対応の記録を、データベース１２から呼び出して、最新のデータがどの様に対応す
るかをステップＳ５６で、担当看護師が判定、解析する。このステップＳ５６において所
見があれば、ステップＳ５６ａで、所見メッセージをデータベース１２の当該患者のデー
タファイルに書き込み、記録する。
【００８４】
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　次のステップＳ５７では、ステップＳ５２～Ｓ５６において判明した所見について、患
者の担当医師に報告すべきものがあるか、担当看護師が判断して、有ればステップＳ５７
ａで、緊急事項及び所見メッセージをデータベース１２の患者Ａファイルに記録した事を
報告、連絡する。
【００８５】
　さらに、ステップＳ５８で、患者の送信してきたデータ、問診回答、及びデータ処理メ
インサーバ１１による一次解析結果、及びこれ等の日変化を示す過去データグラフそれぞ
れを、当該患者端末サイトのＨＯＴネット端末４１からの要求（端末４１に設定され、表
示されるメニューの１つとして）に対応して、患者当人のＨＯＴネット端末４１にデータ
提供を許可する指示を、データ処理メインサーバ１１に対し送信する。
【００８６】
　また、ステップＳ５９で、データ処理メインサーバ１１による一次解析結果、過去デー
タグラフ、ステップＳ５２～Ｓ５６において判明した所見について、担当看護師が患者Ａ
に看護指導として連絡すべき事項や注意があると判断した場合には、電話、或いはデータ
処理メインサーバ１１を介して、在宅患者が使用するＨＯＴネット端末４１にメール様式
の看護指導を直接連絡する。
【００８７】
　一方、図１に概略構成を示す本願発明の遠隔看護システムにおいて、一翼を担う担当医
師端末サイトの担当医師には、患者Aに対し当初にＨＯＴによる療法を処方しており、本
実施形態の遠隔看護システムにより、在宅療養中には病状が安定した患者の場合は月１回
の定期的な担当医師の直接の診察は行わないが、看護師による毎日の実務的な部分の支援
を受けて、その処方したＨＯＴの経過を見極めることが求められる。看護端末サイトの担
当看護師が、前述図３のステップＳ１７、すなわち、図７に示したステップＳ５２～Ｓ５
６における所見メッセージ、或いはステップS５７ａにおいて行ったその具体的な報告内
容を、担当医師端末３１により、図２に示す問診一時解析結果Ｐ３０１、問診情報詳細解
析表示Ｐ３０２、及び緊急対応所見確認Ｐ３０３の処理機能で閲覧する。この閲覧は、例
えば、その担当する患者Aが入院或いは通院するとすれば、定期的な日々の担当医師自ら
の診察により得る患者AのＨＯＴ療法中の状態に関する診察、診断の医学的情報と見成す
ことができる。したがって、担当医師にとっては、所定の期間毎の定期診察日に行う、Ｈ
ＯＴ実施中の患者Ａに対する直接の診察における診断に反映させることもでき、連続的な
患者容態の観察をすることと同等の効果を得ることができる。
【００８８】
　本願発明の本実施形態の遠隔看護システム１よれば、
先ず、１)患者端末サイトにおいて操作されるＨＯＴネット端末の操作が、計測器の表示
するデジタル数値をそのままパネルタッチで入力でき、問診回答も予め表示される回答事
項のいずれかを指定入力するので高齢の患者でも入力ミスが少なくできる。
【００８９】
２）患者が送信した計測データ・問診回答は、予め設定した配点リストにより、一次解析
の処理がデータ処理メインサーバにおいて行われて、所定の分類での評点、増悪兆候のト
リガーサインなどの結果も共に、提示と記録がなされて、看護師、医師が直ちに参照でき
、遠隔地の患者の状況が判定できる。
【００９０】
３）患者からの送信されたデータ、集計サーバの処理した一次解析結果、及び看護師と担
当医師の所見が、本遠隔看護システムのセンターサーバサイト（遠隔看護モニタデータセ
ンター）に備えるデータベースに、患者ファイルとして記録・保存するので、これ等の対
応者の操作に対する時間の制約を排除できる。すなわち、患者とっては、データ採取に拘
束されること無く、データ計測時の緊張を緩和できる。また、業務の多忙な看護師・担当
医師においては、在宅患者への対応について特別のスケジュールを組むこと無く、何れか
に設置された自らが操作できる端末から、何れの時間帯であっても、患者の状態を閲覧で
き、それに対する所見を記録、連絡できる。
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４）前記配点リストは、標準的な慢性呼吸不全患者に対し適用する標準配点リストの他に
、対象患者の既往歴（過去の病歴）により配点配分を変更した特定患者に適用する個別配
点リストを予め準備し、患者を識別して該患者の個別配点リストを適用するように一次解
析を行えば、該患者の過去状況、すなわち履歴を加味する判定となって、患者の予後の情
報を予測する確度を高めることができる。
【００９２】
などの効果が有る。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本願実施形態に係る遠隔看護システムの概略構成図。
【図２】本願実施形態の各ターミナルサイトそれぞれにおける処理機能の構成図。
【図３】本願実施形態の処理全体に対するフローチャート。
【図４】本願実施形態のＨＯＴネット端末のメインメニューからの各機能への遷移図、及
び起動時に表示されるメニュー選択画面の例。
【図５】本願実施形態のＨＯＴネット端末の測定データと問診回答の入力処理のフローチ
ャート。
【図６】本願実施形態の測定データと問診回答の入力画面の表示例。
【図７】本願実施形態の看護端末サイトでの看護対応を示すフロー図。
【図８】本願実施形態の測定データと問診回答に対する評価点を設定する項目の例。
【符号の説明】
【００９４】
　１・・・遠隔看護システム、
　１０・・・遠隔看護モニタデータセンター（センターサーバサイト）、
　１１・・・データ処理メインサーバ、
　１２・・・データベース、
　１３・・・集計サーバ、
　２０・・・遠隔看護セクション（看護端末サイト）、
　２１・・・看護端末ＰＣ、
　２１ａ・・・モニタ、
　３０・・・かかりつけ医療機関（担当医師端末サイト）、
　３１・・・担当医師端末ＰＣ、
　３１ａ・・・表示モニタ、
　４０・・・患者側システムセット（患者端末サイト）、
　４１・・・ＨＯＴネット端末、
　４２・・・ＨＯＴ測定器セット、
　４２ａ・・・パルスオキシメータ、
　４２ｂ・・・ピークフローメータ、
　４２ｃ・・・血圧計、
　４２ｄ・・・体温計、
　４５・・・酸素吸入器セット、
　５０ａ、５０ｂ、５０ｃ・・・データ通信ネットワーク、
　５１・・・見出し表示部分、
　５２・・・テンキータッチパネル部、
　５３・・・入力表示部、
　５４・・・「戻る」ボタン、
　５５・・・「次へ」ボタン。
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